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ルーマン型システム理論の妥当条件
-実践的動機の解明と理論の評価に向けて-

三 谷 武 司

行為の構成命題をはじめとするルーマンの過激な命題の多くは、その妥当が彼のシステム理論構想の受容
に依存する条件依存命題である。それゆえルーマン命題を受容するには彼のシステム理論構想自体が妥当で
なければならないが、後者の妥当はパーソンズ理論のようなモデル主義的理論構成とは異なり、現実との適
合という認識論的基準によっては検証できない。これはルーマン型のシステム理論が、限定的可能性集合に
よって定義される非存在論的システムに関する理論であることに由来する。だから彼のシステム理論の妥当
を検証するためには、認識論的な動機とは別に、実践的動機を索出し、それを基準とした成功・不成功を判
定しなければならない。本稿ではこの実践的動機を、機能分析、システム合理性、社会学的啓蒙という、純
粋な理論的記述・説明からは逸脱した論点に探り、多元主義を尊重する実践的理論の構築という暫定的な回
答を提出する。最後に、同様の動機に基づく競合理論（社会的選択理論、正義理論）との比較によって、非
規範性と存立問題という社会学固有の特徴を示唆する。

に依存することは論じるまでもなく明らかであ
る。もちろん「環境」とか「要素」という概念
の意味自体がシステム概念の定義に依存するの
で、妥当どころか命題の理解可能性すら無条件
には成立しない。つまりルーマン流のシステム
理論を受け入れないならば、以上のルーマン命
題は理解することすらできないはずである。
つぎに理解可能性はシステム定義に依存する

わけではないが、妥当の方はその定義に依存す
る例を見てみよう。「行為はコミュニケイショ
ンの中で構成される」という命題である(')。こ
の命題はシステム定義を参照することなく理解
可能である。もしこの命題が無条件に（あるい
は少なくともシステム定義に依存することなく）妥
当するのであれば、行為概念の社会学の基礎概

１ルーマン命題の条件依存性

社会学の基礎概念をめぐるここ何十年かの議
論にルーマンの所説が与えた影響は無視できな
いものとなっている。しかし実は、ルーマンの
基本命題の大半は「彼のシステム理論を受け入
れるなら」という条件下でのみ妥当するもので
ある。つまりこの条件を外しても妥当するとは
かぎらない。この点をまず確認しよう。
わかりやすいものから始めると「人間は社会

的システムの環境である」とか「社会的システ
ムの要素は行為ではなくてコミュニケイショ
ンである」という命題がある。これらの妥当
が、社会的システムないしシステムー般の定義
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念としての一次性は否定され、どんな社会学理
論も行為ではなくコミュニケイションを基礎に
組み立てられる必要があることになる（少なく
とも行為を基礎に組み立てられてはならないことに
なる)。これはかなり大きな理論的変革であり、
ルーマンがシステム理論とは別個に、社会学の
一般理論に対してなした貢献だということにな

るはずである。つまり彼のシステム理論を受け
入れない人でも使える命題だということにな
る②。
しかし残念ながらそうはならない。この命題

も条件依存命題だからである。この点を確認す
るために、まずは命題の正確な把握を行ってお
く。「構成される」というのは、具体的行為を
理論家の視点から一義的に確定することは不可
能で、行為の同一性は対象領域での経験的な帰
属過程において、そしてその帰属過程によって、
はじめて確定されるということを意味する。懸
案の命題は、この帰属過程をコミュニケイショ
ン過程に限定することによって得られる。
さて、それ自体として検討してみると、この

命題はきわめて反直観的であることがわかる。
この命題に従うと、何よりもまず、他人がいな
いところでは行為ができないことになる。この
含意を避けるために「構成」の場をコミュニケ
イションだけでなく、個人の意識や思考にまで
拡張しても（つまり「コミュニケイションの中で」
という限定を外しても)、まだ問題は残る。理論
家による直接的定義を排し、経験的な帰属過程
だけを行為成立の契機としてしまうと、たとえ
ば意図の存在などによって理論家が特権的に行
為を認定していたときに較べて、行為として認
められるものの数が激減することになるG)。な
ぜなら帰属操作の対象として取り上げられるこ
とのなかった無数の行為候補が、この概念化だ
と排除されることになるからである。また、通

常は意図の有無によって区別されている行動と
行為を、理論家の観点から概念上区別すること
ができなくなるし、ついでにいえば、人間の行
為と、その他の生物・無生物の運動とを、やは
り理論的に区別することもできなくなる。これ
らの区別の特権的主体が、経験的な帰属操作の
主体に限定されているからである。これらの反
直観的帰結を考えると、当該命題を基礎命題と
して採用すべき内在的理由は乏しいように思う。
内在的理由が乏しくとも、それ自体説得的な

内在的理由をもった基礎命題からの含意として
当該命題が導出されるのであれば、それが反直
観的な帰結であったとしても、とりあえずそ
の妥当を了承せざるをえない側。この観点から、
｢行為はコミュニケイションの中で構成される」
という命題が妥当であるためには、どのような
命題が前提となっていなければならないかを考
えてみよう。先に指摘した反直観的帰結の内容
から考えると、それは、行為の理論的同定とか、
行動や運動などの類似概念との区別といった事

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

柄は、社会学にとって重要ではないということ
を含意した命題でなければならないはずである。
先に私は、懸案の命題が妥当であるならば、社
会学にとって重要なのは行為ではない（コミュ
ニケイションである）という理論的革新が成立す
ると述べたが、実はこの命題自体が妥当するた
めの前提として上の理論的革新があらかじめ妥
当でなければならないのである。
ルーマン理論においてこの機能を果たしてい

るのは、第一に「社会学というのは社会的シス
テムの理論である」という命題であり、第二に
｢社会的システムの要素は行為ではなくてコミ
ュニケイションである」という命題である。つ
まり、社会的システムについて論じる際に、行
為概念は少なくとも基礎概念としてはなくて
もよく（せいぜいコミュニケイションの中で生じる

’
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充足している必要があるか、という点について
考えておかなければならない。というのも、ル
ーマン理論には、現実との合致や適合といった、

通常、経験科学の理論の成否を判断するために
用いられる基準が通用しない形で組み立てられ
ているからである。この点はパーソンズのシス
テム理論と対比してみればよくわかる。
パーソンズが「システム」というとき、それ

は何よりもまず理論体系、あるいは体系的な理
論のことを指している(Parsonsl954;1968)。だ
から彼が社会的システムと呼んでいるのは、体
系的な社会学理論のことである。理論の体系性
の基準となるのは変数間の相互依存関係である。
すべての変数がそれぞれ他のすべての変数と直
接・間接の相互依存関係にあるとき、理論は完
全な体系性を備えることになる(5)。パーソンズ
の「構造機能理論」というのは、観察対象の稀
少性、実験の困難性などの条件を課せられてい
る社会学においては、すべての変数をその変域
全体について把握することができず、少なくな
い変数を定数扱いせざるをえないという事情
(｢次善の理論｣）を表した名称にほかならない。
当然だが、この理論体系は現実の抽象化であ

る。現実に観察されるのは個々の出来事、事物、
事態だけであり、これらを収集して変数をつく
り、これらの出来事、事物、事態に変数の「値」
としての地位を与えること自体が一つの抽象化
である。さらには変数間の「(相互依存）関係」
もまた、現実には観察されない。関係について
の言明も、抽象的な分析言語でのみ可能なので
ある。したがって、変数間関係によって定義さ
れる理論体系は、抽象的な構築物である。
パーソンズが「分析的実在論」というのは、

このように現実からの抽象化と分析によって構
築された理論体系、つまり変数間の相互依存関
係を、観念論的な限界から解き放ち、これを再

ものとして二次的な位置づけを与えておけばよく）、
これは社会的システムの理論である社会学にと
っても同様である、という組み立てになってい
る。そしてこれら二つの命題の妥当は、ルーマ
ンの社会学構想、あるいはシステム構想一般の
妥当に依存する。
確認しよう。ルーマンの議論の組み立てとし

ては、行為というのはコミュニケイションの中
で構成されるものだという命題がそれ自体とし
て妥当していて、だから社会的システムは行為
ではなくコミュニケイションを要素としていな
ければならない、といっているのではなく、あ
らかじめ社会学にとって重要なのは行為ではな
くてコミュニケイションだという洞察があって、
だから行為に関してはコミュニケイションの中
で構成されるものにだけ触れておけば十分だ、
という順序になっているのである。
このように条件依存命題だということは、彼

のシステム理論の少なくとも基本構想を受け入
れないかぎり、この命題だけを採用することは
できないということである。したがって、コミ
ュニケイションの一次性とその中での行為構成
という過激（であるがゆえに一見魅力的）な命題

● ● ● ● ●

をルーマンから引き継ぐ．ためには、この命題の
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

魅力とは独立の根拠によって、彼のシステム理
論構想を受容する必要がある。もちろんこのこ
とは、他の条件依存的なルーマン命題について
もいえる。

２ルーマン型システム理論の妥当条件

ではルーマンの（社会的）システム理論を、
我々は受容すべきだろうか。この問いに直接答
えることは本稿の射程を超えている。その前に、
理論が（少なくともその基本構想において）受容
に値するといえるためには、どのような条件を
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び現実の方に逆投影することによって「経験的
体系」という言い方を許容する、という認識論
上の立場を指す用語である。もちろん、これは
近代科学のオーソドックスな作法であって、社
会学に固有の事情を反映したものというよりは、
社会学の近代科学化を目指したものである。理
論の地位に関するこうした立場をモデル主義的
システム理論と呼ぶことにする。
モデル主義では、理論は現実のモデルである。

だから理論の妥当性は、現実に対する適合性、
あるいは現象の説明力によって測られる。つま
り現実適合的な理論が、妥当な理論である。反
対に、違背的な現象が生じた場合には、その理
論は妥当ではなく、修正を必要とすることにな
る。いずれにせよ、理論と現実との適合性、パ
ーソンズの言葉でいえば、現実からの抽象化に

よってつくられた理論体系と、それをいわば型
として現実をくりぬいた経験的体系との合致こ
そが、理論の妥当性を保証するのである。
ところがルーマンのシステム理論は、こうい

う形で妥当性を保証されるような構成にはなっ
ていない。まず、彼のいう「システム」は、理
論のもつ性質としての体系性を意味しているわ
けではない。ルーマン理論では、システムとい
うのは理論の中に登場する対象であって、理論
そのものではないのである。パーソンズのシス
テム理論を「システムとしての理論」というこ
とができるなら、ルーマンのシステム理論は
｢システムについての理論」だといえる(6)。
ルーマンのいう「システム」が具体的な対象

であることは、彼が個々の対面的相互行為や組
織、個々の社会を、すべてシステムと呼んで
いることから明らかである（これに対してパーソ
ンズの場合、具体的・個別的な対象は「行為」であ

● ●

り、社会的システムと呼ばれるのはこの行為を分析
することによって得られる社会学的変数間の相互依

存関係である)。別の言い方をするなら、彼の理
論は、個々の相互行為や組織や社会が存在する
現実の布置を前提にしたうえで、それらの相互
行為・組織・社会に、「システム」という名称
を与えるところから出発しているのである（決
して、別名をもたない新たな対象、つまり「システ
ム」としか名づけられない未知の対象を発見してい
るわけではないことに留意せよ)。現実の記述ない
しモデル化という観点からは、こういう命名は、
とりあえず余計なことだということを確認して
おきたい。具体的個物に命名したところで抽象
化にはならないし、記述するだけなら元の名前
で十分だからである。
重要なのは、この命名によって何が可能にな

っているかである。この問いに答えるためには、
ルーマンの用いるシステム概念の内包的本質に
ついて、最小限の理解を必要とする。鍵となる
のは、システムと環境との関係、そしてこの関
係そのものと世界との関係である。
ルーマンによるシステム概念の定式化は.、彼

の学問的キャリアを通じて不断に発展を遂げて
きた(7)が、その中核は変わっていない。この本
質を、反存在論という否定的契機と、超越論と
いう肯定的契機に分析することができる。この
二点に較べれば、システムの要素として行為で
はなくコミュニケイションを採用したとか、シ
ステム再生産の機制を説明するのに自己参照的
な論理を導入したとかいったことは、二次的な
重要性しかもたないマイナーチェンジだといっ
ても過言ではない。これらは、あたかもルーマ
ンの理論的貢献の中心であるかのようにいわれ
ることが多いが、実際にはこれから述べる彼の
システム概念の根本発想を伝えるための提示法
における変化にすぎず、ただ理論の語り口を大
きく変えてしまうために、分不相応に過大な注
目を集めているだけである。
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与える影響も勘案しようといっているのではな
く、そもそもシステム概念を、環境との区別に
よって定義しようという提案なのである。つま
り、すべての可能性のうちで環境に含まれない
もの、という形で、システムを構成する可能性
に限定をかけているのである。
しかし環境とは何かというと、これまたシス

テムに含まれない可能性の総体としてしか定義
できない。つまり以上の環境相対的なシステ
ム定義は循環している。こういう循環的定義
は、未知の現象の索出原理としては役に立たな
い。たとえば社会の中に、それまで知られてい
なかった「権力関係」を発見する際には、その
語で何を意味するかが絶対的な形で定義されて
いる必要がある。さもなければ何事も発見する
ことはできないからである。しかし、だからと
いってこのシステム定義がまったく無意味であ
るというわけではない。先に指摘しておいたと
おり、ルーマンのアプローチというのは既知の
対象を「システム」と命名することから出発し
ていた。つまり、彼は未知の対象を発見しよう
としているのではないので、循環的定義だから
といって無意味になるわけではない。
むしろこういう「システム／環境」的な定式

は、既知の客体に対して、それが排除している
可能性の領域（それが環境と呼ばれる）を示唆し、
その排除によってこそ当の客体の同一性が成立
しているという議論を可能にする。つまり、シ
ステム（と命名される対象）の存立が、この排除
という一つの操作にかかっていることを示唆す
るのである。換言すれば、「システム／環境」
的な循環的定義は、システム存立の「可能性の
条件」を索出することによって、所与の対象の
同一性を問題化するのである。この発想は、先
に触れた存在論的思考の相対化と同根であり、

● ● ● ●

本稿ではこういう議論の形式を超越論的と呼ぶ

まず反存在論というのは、特定の存在者の存
立をもってシステム存立の定義特性とする発
想（＝存在論的システム表象）に反対する立場で
ある。ルーマンはこの発想を相対化するために、

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●一般に存在者を、複数の可能性の中から他を排
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

除して実現した一つの可能性と捉える。こうす
ることで存在論的な発想を、他の可能性を排除
することによってはじめて成立する単純化的
思考法（複雑性の縮減）として艇価するのであ
る。その上でルーマンは、非存在論的なシステ
ム表象を提案する。つまり、実現した一つの可
能性としての存在者だけでなく、実現しなかっ
た他の可能性をも包摂するような形で、システ
ムを概念化するのである。「複雑性」というの
は、このような複数可能性の共在というシステ
ムの性格を表す概念である。
複数可能性の共在というだけでは、具体的な

対象をシステムとして概念化するには不十分で
ある。なぜかというと、何の限定もない場合、
複数可能性の共在というのは、すべての可能性
の共在を意味しうるからである。すべての可能
性の共在として概念化されるような対象は、定
義上、（いかなる可能性も排除していないがゆえに）
並び立つもののない唯一者である。これでは具
体的対象を指すべきシステム概念の定式化とし
ては不都合である。ルーマンは、この唯一者と
してのすべての可能性の共在を「世界」と名づ
けている。
だからシステムという対象を、複数可能性の

共在として概念化しつつ、その具体性を保持す
るためには、共在する可能性に限定がかかって
いなければならない。つまりシステムというの

● ● ●

は複数可能性の限定的共在として定義される必
要がある。「システム／環境」理論という言い
方は、まさにこのことを述べている。この定式
は、単にシステムについて考える際には環境の
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ことにする旧X9)o
こういう「システムが存立しているからには

～が前提となっているはずである」というシス
テムの可能性の条件を問う超越論的思考法は、
逆に、システムの成立へと向かう「複雑性の縮
減」の物語として提示することもできる。出発
点はすべての可能性の共在としての世界である。
この世界に含まれる可能性に境界線が引かれて、
二つの領域、システムと環境が成立する。シス
テムと環境をともに傭鰍的に見る視点からは、
もともとあった複数の可能性が二つに分けられ
ただけなので、複雑性の縮減はまだ生じていな
いように思われるが、実は、別の可能な分け方
が排除されているため、ここですでに複雑性は
縮減されている。つぎにシステム内在的な視点
からは、環境に割り当てられた諸可能性がシス
テムの外部として排除されているため、さらな
る複雑性の縮減が起こっている｡このように、
世界から出発して二重の縮減過程１０を経ること
でシステムの成立にいたるという物語が、ルー
マンのシステム理論である0,)。
さて、以上のような特徴をもったルーマンの

システム定式は、パーソンズの場合のようなモ
デル主義と較べると、その妥当性検証という点
において決定的な違いがある。この点を理解す
るためには、可能性集合というものの捉え方に、
実現態と可能態という区別を導入することが好
都合である。以下説明しよう。
可能性の集合を考える。現実というのは、こ

の可能性集合に含まれる一つの要素が排他的に
実現したものである⑫。このとき可能性集合は、
実現した一つの可能性と、実現しなかったその
他の可能性から成り立っているといえる。実現
した可能性のことを出来事と呼ぼう。経験科
学の対象は、このような出来事の連鎖である。
(たとえば因果関係というのは、ある出来事と別の出

来事の間の関係に見出されるものである｡）上述の
とおり、体系的理論はこの出来事連関を抽象化
して変数間関係を構築し、複数の代入値を許容
するような一般性を求める。実現しなかった可
能性のことを可能的出来事と呼ぶことにすると、
抽象的な変数間関係は、可能的出来事間の関係
についても述べているといえる。つまり経験科
学は、現実の出来事連関から出発して、可能な
出来事連関についても説明するのである｡有限
な観察から、無限の適用可能性をもった命題を
抽出するといってもよい。このような経験科学
の対象となる領域、つまり一つの出来事とその
他の可能的出来事からなる可能性集合の集合０３

エネルゲイア
を、実現態の領域と呼ぶことにしよう。
これに対して、どの要素もいまだ実現してい

ないような可能性集合を考えることもできる。
デュ ナ ミ ス

このような可能性集合の集合を、可能態の領域
と呼ぶことにしよう。可能態領域に属する可能
性集合の中で最も包括的なのが、ルーマンのい
う「世界」である。さて、システムとか環境と
いうのも、世界の中に境界が引かれただけで、
何らかの可能性が実現することを含意しないの
で、可能態領域に属する可能性集合だと考える
ことができる。重要なのは、この領域に関する
議論は、出来事の観察や説明を課題とする経験
科学の管轄外だということである。世界に境界
が引かれてシステムと環境が分化するという過
程、またシステムがこの境界を維持することに
よって自らの同一性を再生産するといったこと
は、何らかの可能性が実現するという意味での

● ● ● ● ● 旬 ●

出来事ではない。そんなことは実際には生じて
いないのである。このことは、ルーマンのいう
システム理論が、経験科学ではないということ
を含意する。
もちろん、システム理論が経験科学の対象と

無関係だというわけではない。たとえばルーマ
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一般に、妥当性というのは何らかの動機、目的、

意図に相対的なものだと考えられる。科学的理
論の場合には、認識論的な動機が自明視されて
いるわけだが、それが採用できない以上、理論
構築の実践的な動機を基準とし、そこから妥当
性を測るしかない。だからまず、ルーマンのシ
ステム理論がどのような実践的動機に基づいて
構築されているかを解明する必要がある。ルー
マン理論の妥当性は（したがってルーマン命題の
妥当性は)、そうした動機に照らして理論構成が
整合的であるか否か（成功しているか否か）によ
って測られなければならない。
以上のような発想に基づいた、ルーマンの動

機研究というのは全然進んでいない㈲。本稿と
しても、この点について決定的な結論を得たと
はいいがたい。それゆえ本稿の残りの部分は、
多分に試論的な議論となっているが、少なくと
も今後の研究の方向性は得られるものと信じて
いる。

ンは、社会的システムが再生産されるというこ
● ● ● ●

とは、すなわちコミュニケイションが継続する
ことだと考えている。コミュニケイションとい
うのは経験的に生じる出来事である。簡単に説
明すると、互いに相手の出方に応じて自分の行
為を決めようとしている二人の個人がいて、一
方の発話行為に対して他方がそれを前提とした
発話行為を返す場合、コミュニケイションが成
立するという。このようなやり取りが継続する
過程を記述するのに、システムへの参照は不
要である側。むしろルーマンの発想というのは、
コミュニケイションの継続という実現態領域で

● ● ● ●

の過程を記述することが、すなわち社会的シス
テムの再生産という可能態領域での過程を記述
することだといえるような理路を、システム理
論に要請しているというべきである。つまり出
来事間の関係を扱う経験科学にとってシステム
理論は不要であるが、システム理論が純然たる
思弁に堕さないためには経験科学への参照が不
可欠なのである。

さて、経験科学の常套的手法であるモデル主
義的理論構成の場合、現実との対応を妥当性判
定の基準とし、現実との対照によって理論を検
証し、修正していくことが可能であった。とこ
ろが可能態領域を対象領域とする超越論的なシ
ステム理論の場合、こうした形での妥当性検証
が原理的に不可能である。システム理論は、世
界に境界が引かれることでシステムが成立する
という過程が、実際に起こったとは主張してい
ないからである。我々は、ルーマンのシステム
理論を、それが現実をよりよく捉えているとか、
よりよく説明してくれる、という理由で受容す
ることが決してできないのである。
ではこの理論の妥当性は、何を基準として測

ればよいのだろうか。いま確認したように、現
実との対応という認識論的基準は採用できない。

３逸脱的論点に見られる実践的動機

ルーマンによる理論構成の動機・意図を明ら
かにする作業は、前節の議論から明らかなよう
に、システム理論内在的には（つまり可能態領域
でのシステム物語の中では）不可能である。ルー
マンが行っている議論の中で、純粋なシステム
理論的記述からはみ出している部分に注目する
必要がある。本稿では代表的なもの三つを取り
上げて論じる。機能分析、システム合理性、社
会学的啓蒙の三つである。
この三つがどのような意味でシステム理論を

逸脱しているかをまず確認しておく。ルーマン
のいう機能分析とは、分析対象が果たしている
何らかの機能を参照点として機能的等価項目を
索出するという等価機能主義であるが、これは

’
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システム理論的世界像を前提とした上で社会学
者が行う作業であって、理論そのものではない。
つぎにシステム合理性とは、やはりシステム理
論的世界像を前提とした上での評価概念であり、
純粋な記述や説明にとっては本来不要なもので
ある。社会学的啓蒙とは、ルーマンが自分の知
的営為の全体を指して呼ぶ理論的実践の別称で
あり、理論を実践として対象化する視点に立っ
た主題である㈹。
まず機能分析によって得られる認識利得がど

のような種類のものであるかを確認しておきた
い。等価機能主義においては、分析の結果とし
て得られる命題は「ＡはＸの機能を果たして
いる」という形式にとどまらず、「Ｘという機
能を果たす項目にはＡ以外にＢ、Ｃ、Ｄ、…が
ある」という形をとる。つまり、機能的参照点
Ｘに関する機能的等価項目のリスト（比較可能
性の領域）である。前節の可能性集合の用語系
で再定式化すると、出来事Ａに対して、それ
が充足している機能（の一つ)Xに関して等価
な可能的出来事Ｂ，Ｃ、Ｄ、…を開示している
のである。
このような形式で提出される分析結果は、従

来の機能分析その他の認識に対して、どのよう
な示差的特徴をもっているだろうか。ポイント
は命題の条件性にある。つまり、通常の科学的
認識が「現実はこうなっている」という形での
現実暴露型命題であるのに対して、等価機能分
析で得られる命題は「Ｘという機能に着目する
ならば、これこれの可能性が存在する」といっ
た条件命題なのである。ルーマンはこうした形
式の認識には、上の現実暴露型よりも大きな利
点があると考えている。この利点が等価機能主
義の採用を正当化するのである。その利点とは、
実践にとっての有用性である。少々長くなるが、
重要な点なので、ルーマンの所論を引用する。

比較による認識利得は、理論的指向にとっ
ても実践的指向にとっても同一である。（中
略）異なるのは、参照点を選ぶ際の根拠だけ
である。参照点の選択の根拠となるのは、科
学にとっては理論連関であるのに対し、実践
にとっては価値準拠である。しかし、いった
ん獲得された比較領域、およびそれに基づく
知見が依存するのは比較の参照点だけであり、
この参照点を採用すべき根拠から独立である。
等価性の確定は、参照点を交換してしまうと
無効化するが、その参照点を選ぶべき根拠を
交換しても影響はない。この根拠の交換、つ
まり理論的な根拠から価値的な根拠への移行
によって、実践は科学的認識を、その真理内
容を歪曲してしまうことなく自分のものとす
ることができるのである。(Luhmannl970:47)

等価機能主義による、機能的参照点の選択に依
存する機能的等価項目の比較可能領域という形
式での認識利得は、その条件性のゆえに、実践
にとっても有用であり、だからこそこの方法を
採用すべきだと考えられている点を確認してお
こう。
ルーマンの初公刊論文でのテーマは、機能概

念を上記のような形に再解釈することだった仰
が、第二論文でのテーマは合理性概念の批判で
あった側。以降、合理性に関する議論は彼の学
問的営為を貫いて継続している。ルーマンの合
理性批判の真髄は一言でいうと、「唯一の正解」
などない、という発想である。これは上述の存
在論的思考法に対する批判と一脈通じるもので
もあるし、等価機能主義的方法とも密接に関係
している。ある目的に対してどの手段を選択す
ることが合理的であるか、という目的合理性の

● ● ● ● ● ●

問い方は、どれか一つの選択肢が実現すること
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たものであるから、その存立は特定存在者の存
続を意味しない。以上を要するに、比較合理性
という発想を完全に具現化する一つの方法が、
システム合理性という形での定式化となるとい
う関係になっている剛。
社会学的啓蒙は､何らかの理想的基準を前提

にして、蒙昧な一般人をその高みにまで引き上
げることを目的とする理性啓蒙を批判するた
めに提出された表現だと解されることが多い
が、こういう理解は間違ってはいないにしても
非常に不十分である。ある概念や立場が何を批
判したり否定したりして出てきたのかを正確に
把握することは、それらの概念や立場の理解に
とってかなり重要な前提となる。理性啓蒙が批
判されているのは確かだが、批判されているの
は理性啓蒙だけではない。むしろルーマンの診
断は、つぎのようなものである２１)。理性啓蒙の
死によって学問的営為はただ隠れたものを明ら
かにするだけの「暴露啓蒙」となってしまって
おり、実践者無視の態度こそが学問のあるべき
姿とされている。また、実践者指向的な学問態
度として、理性啓蒙はもう復活できない。つま
り、理性啓蒙の死による暴露啓蒙の賊屋、そし
て後戻りの不可能性、これが社会学の現状に関
するルーマンの診断であり、この現状に対して
社会学的啓蒙という新しい学問態度を提案して
いるということは、実践者無視の暴露啓蒙にこ
そ、ルーマンは問題を感じていたということに
なる。理性啓蒙が批判されるのは、もう死んで
いるにもかかわらずまだのこのこと出てきてい
るからなのであって、これは直接の批判対象で
はないのである。
だからルーマンにとっての問題設定というの

は、理性啓蒙の死という現状を前提とした上で、
何とか暴露啓蒙を克服することはできないか、
という問いなのである。つまり、特定の規範的

が合理的であるという前提に依拠しており、存
在論的という形容に値する。これに対して等価
機能分析は、ある選択肢に対して特定観点依存
的に（機能的に）等価な別の選択肢を示すと同
時に、別の観点の下でもとの選択肢が引き起こ
しうる副次問題をも示す。つまり、所与の目的
を実現するという観点からは複数の選択肢が等
価なものとして索出され、そしてどの選択肢に
ついても、複数の観点を（つまり複数の機能分析
を）組み合わせて考えると、それぞれ一長一短
であることがわかる。それゆえ特定の選択肢を
絶対的な意味で合理的と呼ぶことはできない。
ある観点の下で合理的といえたとしても、つね
に非合理性を導く別の観点が存在するからであ
る。これがルーマン合理性批判の基本発想であ
る。
だから、システム表象を脱存在論化したのと

同様に、合理性概念も脱存在論化する必要があ
る。そうして与えられるのが「比較合理性」と
か「システム合理性」と呼ばれる基準である側。
比較合理性と呼ばれているのは、特定の選択肢
を選ぶ能力ではなく、複数の選択肢を準備して
おき、状況に応じてそれらを比較しながら選ぶ
能力のことである。ただしこれだけでは脱存在
論化は不十分である。なぜなら、目的合理性を
この線に沿ってある目的の実現にとって等価な
選択肢を複数用意しておくこと、と定義した場
合、その目的を設定すること、さらには目的設
定一般の合理性判定が不問に付されるからであ
る。どこかで存在論的な予断が混入してきてし
まう。そこで、合理性判断の最終的な準拠点を、
完全に非存在論的な基準に求めることにしよう、
というのがルーマンの戦略である。その準拠点
とされるのがシステムの存立である。ここでい
われるシステムというのは、もちろん「システ
ム／環境」という形で非存在論的に定式化され

-９-’
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前提の押し付けでないような形で、なおかつ実
践者関与的な学問（社会学）というのは、どう
すれば可能になるか、ルーマンはこう間うてい
るわけである。そして、その答えとして提出さ
れたのが、上述の等価機能主義の方法であった
り、システム合理性という評価基準であったり
するという関係になっている。

なく、彼らにとって有益な助言を理論が行うた
めの条件。つまり多元主義を尊重する実践的理
論の探求。これがルーマンの理論構築上の基本
動機なのである。
さて、このように動機を索出することによ

って、志を同じくする競合理論との比較が可
能になる。たとえば、社会的選択理論（厚生経
済学）や正義理論（リベラリズム）も、やはり
多元主義の尊重を前提とした実践的理論であ
る。Arrow(1963)やSen(1970)に代表される
社会的選択理論は、人々の選好（価値）の多元
性を所与とした上で、かつそれをpositiveに評
価する集合的決定（社会的決定関数）はいかにし
て可能かと問うものである。しかし人々の選好
が多元的で、かつ何らかの集合的決定を行わな
ければならない以上、決定において全員の価値
が尊重されるわけではない。この場合、価値多
元主義はデータとして尊重されるにとどまる。
Rawls(1999)を噴矢とする正義理論は、やは
り価値（善の構想）の多元主義を前提としつつ、
実際にそれを尊重するような政治体制（正義の
構想）を構想するものである。社会的選択理論
との最大の違いは、個別の決定ではなく、個別
の決定の正しさを測る基準（＝正義）をどのよ
うに設けるかという問いに照準する点にある。
これらの理論とルーマン型システム理論との

決定的な違いは、前者があくまでも規範理論と
して、対象に対する規範的な当為命題の提示を
目標とするのに対して、後者は少なくとも明示
的にはそのような態度を標傍しないという点に
ある。つまりルーマンの場合、実践性というこ
とが、必ずしも規範性を意味しないのである。
もう一つ重要な違いは、存立要件という観点

を重要視することである。これは、パーソンズ
によって明示的に分節化されたとはいえ、当初
から社会学的な理論構成の要諦であり続けてぎ

４多元主義を尊重する実践的理論

前節の最後で示唆されたルーマンの基本動機
を、もう少し掘り下げてみたい。実践者関与的
な理論構築という目標が、すべての根本にある
ことは確かである。ただしそれにいくつか条件
がつく。まず等価機能主義のところで指摘した
ように、分析結果が絶対的な真理命題ではなく、
相対的・条件依存的な真理命題でなければなら
ない。これは結局、絶対的真理を提示しても、
実践者にとって受け入れられない場合もあれば、
有害な場合もあるという事情を反映している。
たとえばホピ族に、いくら踊っても雨は降らな
い（顕在機能の不充足)、という真理を伝えてし
まうと、彼らの社会の凝集性が崩壊する（潜在
機能の不充足）可能性がある⑫。しかし社会の凝
集性を保証するための方途にはこれこれがある、
という形での機能命題を提示すれば、彼らはそ
れらの選択肢の中からより適当なものを選択す
ることが可能である。また、システム合理性は
特定の規範的前提に依拠した規準であってはな
らない。つまり、特定の規範的前提を受け入れ
られない人にも有意味な合理性基準たることを
要求している。以上で、ルーマンが理論に対し
て求めている実践的要請がよくわかる。一言で
いえば、それは多元主義の尊重である。世界観
や価値観について実践者がどのような前提をも
っていても、その前提を無責任に破壊すること
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よる妥当性判断を受け付けないものであること
を、システムが可能態領域で定義されているこ
とを根拠に確認した。その上で、なお彼のシス
テム構想を評価する可能性を確保するために、
認識論に還元できない理論構築の動機を、理
論的記述にとっては逸脱的な論点の中に探り、
｢多元主義を尊重する実践的理論」の構築とい
う基本動機を索出した。最後に、同様の動機に
基づいて展開されている競合理論との比較によ
って、非規範性と存立問題という社会学的特徴
の存在を確認した。
ただし、本稿の議論は多分に綱領的なもので

あって、これで決定的な結論が得られたとはと
てもいえない。特に、ルーマンのシステム構想
の示差的性格を捉えるために導入した反存在論
や超越論、また基本動機に関する多元主義の尊
重や実践性といった定式は、あくまで暫定的な
ものであり、これを基礎としてさらなる分節化
が必要であるし、またそれが可能であると思わ
れる。今後の研究の課題である。

た論点である。たとえば社会的選択理論は個人
選好の集合から一つの社会的選好を導出するこ
とにしか興味がなく、その決定によって社会な
いし集団が崩壊する可能性を勘案することがで
きない。ロールズは安定性について考えてはい
るが、人々の間の協働関係について社会学的に
はかなり楽観的な想定を置いている。これに対
してルーマン型のシステム理論は、一つの選択
肢に対する存在論的コミットメントを断念する
ことで多元主義に対処するために、特定のシス
テム状態をもってシステム存立の定義特性とす
る存在論的システム表象を退けているとはいえ、
存立要件論自体を廃したわけではない。かなり
抽象的な形ではあるが、存立要件によって実践
的基準を提案する理路となっている（特に、シ
ステム合理性の具体的内容は、存立要件の分節化に
依存する)。
以上二つの特徴、つまり非規範主義と存立の

問題化というのは、ルーマン理論を越えて、社
会学理論一般の特徴でもある。実践無視の暴露
啓蒙を批判して実践者指向的な社会学的啓蒙を
唱えるルーマンにしてみれば、これらの要請は
不可避であるのだが、この方向での議論の精撤
化は、社会学という学問がいかなる実践的含意
をもちうるかという非常に重要なテーマにつな
がっていることを、ここで特に留意しておきた
い。

注
(I)Luhmann(1984:191ff.)などを参照せよ。
(2)北田（2003）はこの「行為の構成主義」命題を
ルーマンから受け継ぎ、それを基礎として独自の
責任理論を展開している。

(3)行為認定の権限を経験的な帰属過程に委任する
ことによって、行為の解釈可能性が拡大し、むし
ろ行為として認められるものの数が激増するので
はないか、という反論がありうる。これに対して
は、ある出来事が行為として認定される場合、そ
の出来事がどんな行為であるかについての解釈可
能性の数は激増するが、実際に行為として認定さ
れる出来事の数は激減するため､実際に「生じ（た
とされ）る」行為の数も激減する、と答えること

５ 結 論

最後に、前節までの議論を要約しておこう。
まず行為構成命題を例にとって、ルーマン命題
の妥当性が多くの場合、彼のシステム構想の受
容を前提とした条件依存命題であることを指摘
した。つぎに、彼のシステム構想はパーソンズ
型のモデル主義とは異なり、現実との適合性に
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ができる。

(4)もちろん、反直観的な帰結を導くという点で、
基礎命題自体の妥当性を疑問視することは可能で
ある。ただし、ここでは指摘にとどめる。

(3)「システム」についてのこのような捉え方は、
ヘンダーソン（によってアメリカ社会学に導入さ

れたパレート）に由来する。Henderson(1935)を

参照せよ。よく知られているとおり、パーソンズ
をはじめとするハーヴァード周辺の社会学者にヘ
ンダーソンが与えた影響は計り知れないものがあ

る。
(6)この違いは、両者の間の継承関係を最小化する
ほどに大きい。だから両者の間に実質的な継承関

係があると考える議論はすべて誤りである。ルー
マンがパーソンズから継承したのは、社会学の一

般理論を構築してやろうという意志と、システム、
● ●

二重偶有性、メディアなどの用語だけであり、そ
● ●

の意味ではない。この点については目下別稿を構

想中である。
(7)たとえば長岡(1997)が、その過程を詳細にた

どっている。
(8)ルーマン自身は「超越論的」という語の使用に
きわめて慎重であるが、それはこの語が示唆する
主観主義的･意識哲学的な含意（要するにフッサー
ルを連想させること）を避けるためである。本稿
の用語法にはこうした含意は存在しない。

(9)議論形式としての反存在論と超越論は、ルーマ
ン理論の特徴づけとしてはもちろん必然的に結合

しているが、それ自体として両者がいかなる論理
的関係にあるかについてはここでは未決としてお
かざるをえない。

⑩もちろんこれは分析的にのみ有意味な言い方で
ある。（システム／環境の区別という）一つの操作
に二つの縮減が含まれているという事情による。

(lDこれに対して、前段で論じた対象の相対化、問
題化云々といったことは、理論そのものではなく

て、理論の果たす機能である。
⑫もっと精繊に理論を組み立てる際には、この要

素自体を、複数の成分からなるヴェクトルとして
考えるのが好都合であるが、ここでの議論ではそ
こまでする必要はない。

⑬「可能性集合の集合」としてあるのは、実現態
に含まれる可能性集合は、どの可能性が実現する
か（どの要素が出来事となるか）によって異なる
からである。

側佐藤（2000:４４）もこの点に気づいている。「行
為一コミュニケーションの産出はautopoieticだが、
それは『コミュニケーションがある』ということ
につきている。『システムである』とつけくわえる
必然性はない｡」

⑬この背景にはおそらく、Habennas(1971)によ
る極端な決め付けに対する、やはり極端な拒絶反

応が存在する。
06)もちろん理論の排他性ならぬ普遍性を主張する
ルーマンにとって、以上三つの逸脱的論点をシス
テム理論内部で処理することは可能であるばかり
か必然的要請ではあるが、それに付き合っていた
のではいつまでたっても埒が明かないし、付き合
わない方が有益である。

⑰「行政学における機能概念」(Luhmannl958)｡
ただしこの論文では学問的方法論としての機能主

義ではなく、近代の組織編制原理としての機能主
義が扱われている。

⑱「行政に経済的行為は可能か」(Luhmannl960)。
ただしこの論文ではシステム合理性概念の定式化
にはいたっておらず、以下論じるような観点から、
最適合理性基準が批判され、ハーバート・サイモ
ンの満足化基準が評価されるにとどまっている。

ちなみにHorster(1997:34)のインタヴューでは、
『目的概念とシステム合理性』(Luhmannl968)は

パーソンズ批判かと聞かれて、パーソンズは全然

関係ない、きっかけはサイモンの本(Simonl957)
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(Luhmannl984:593ff.)は、オートポイエシス的
なシステム定式と、それに含まれる存立および崩
壊の定義に依存したものである。この点について
詳細に論じるためには別稿を要する。

剛以下、Luhmann(1970:66ff)に従っている。
@"Merton(1968:７３鋤における顕在機能と潜在
機能に関する議論の例。

の出版で、その最適合理性概念への批判が非常に
興味を引いたと証言している。

㈱以下、Luhmann(1970:16ff)の議論に従う。
剛システム合理性の具体的な定式化は、当然、シ
ステム表象の変更に伴って変化する。だから「シ
ステム／環境の差異がシステムの中に再導入さ
れていること」という後期ルーマンの定式化
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TheCOndit ionSofVal idatiOn㎡LuhmannianSystemsTheOI.y

TbwardtheElucidationofHisMotivationandtheEvaluationofHisTheory

耐たeS〃凡撤MNr

LuhmannsIadicalpropositions,suchasactionsaI℃constitutedincommunications,areconditiional
ones,whosevalidityisdependentupontheacceptanceofhisconceptionofsystemstheory・TherefO",in
oIdertoacceptLuhmannianpropositions,itisnecessarythathisconceptionofsystemstheoryisvaliditself
Thisconceptioncannot,however,bevalidatedonthebasisofanepistemologicalcriterionofadequacyto
reality(Thispointisthecentraldifferencetothemodelisttheory-constnlctionsuchasParsonianone).This
impossibilityisderivedfromthatLuhmanniansystemstheoryisatheoryaboutnon-ontologicalsystems
definedaslimitedsetofpossibilities.So,inordertotesthistheory,itisnecessarytodiscoverhispractical
motiveswhichdifferfromepistemologicalmotives.ThiSpaperseekstofindthesemotivesindiscussionsabout
fUnctionalanalysis,systemlationalityandsociologicalenlightenment,whichdeviatefromthepuretheoretical
descriptionorexplanation,andconcludesthatLuhmannismotivatedbythedesiretoconstructapractical
theorywhichrespectspluralism.Finally,incomparisonwithcompetingtheories(socialchoicetheory,theory
ofjustice),wesuggestthatthereareuniquelysociologicalcharacteristicsofnon-nonnativityandexistence
(Bestand)problem.
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